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下記によリー般競争入札を実施するので、

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明

」巨
ロ

「入札及び契約心得」を熟知の上参加 されたい。

記

浄化槽汚泥等汲み取り360r
契約締結日～令和7年3月 31日

航空自衛隊三沢基地
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(1)品名 (件名)

(2)履行期間
(3)履行場所

2フ、  本L   日

3入  本L 場

4参  力日 資

時  令和6年4月 23日  (火)13時30分

所  航空自衛隊三沢基地 (合同庁舎 1階会計隊入札室)

格  (1)予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。

方 法

(2)防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以
上に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者。

(3)防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達
に係る指名停止等の要領」に基づく指名停上の措置を受けている期間中の
者でないこと。

(4)前号により、現に指名停上を受けている者と資本関係又は人的関係の
ある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負に
ついて防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停上を受けている者の下請負については認めないもの
とする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合に
は、この限りではない。

入札書に記入する入札単価は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額
とする。ただし、三沢市の条例で定めるものは、この限りではない。

金  入札保証金及び契約保証金 免除

無 効  4の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反 した入札は、
無効とする。

5入  本L

6保   証

7入 本Lの

8契約書等作成の有無

9契 約 の 方 法

11郵 便 入 札 の 許 否

12そ   の   他

を
所

項
場
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ケ

約

「

契
示

有

単価契約

航空自衛隊三沢基地第 3航空団会計隊事務室
航空自衛隊三沢基地ホームページ

許可 ※ 事前に申し出ること

(1)入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないとき
は、入札保証金相当額を徴収する。

(2)入札書に記載された金額の 100分の110に相当する金額に 1円未
満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金
額を切 り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。

(3)入札の参加を希望するものは、入札日までに、入札書及び上記の参加
資格の写しを契約担当官まで提出すること。
(4)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

TEL(0176)53-4121(内線 :3287・ 3671)
FⅨ (0176)53-5464      担当 :小澤



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の種類
内えヽによる多泄預 役 務 仕 様 書

性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 仕 様 書 番 号

品 名

又は

件 名

浄化有曹?百ツ己聟筆泌更考ぇ取り

三基 LPS― X-00008-2

承 認 令和4年 3月 24日

作 成 令和4年 3月 24日

改 正
令和 5年 3月 23日

令和6年 4月 3日

作成部隊等名 第3航空団基地業務詳施設隊

1   静だヽ員」

1.1 適用範囲

本仕様書成 後述する動 における浄化槽汚泥等汲み取り (以下 跡段務」という。)に
ついて適用する。

1.2 履行場所

青森県三沢市大宇三沢字後久保125-7嚇 空自衛隊三沢基0とする。細部は,特記事

項 GI路Qによる。

1.3 役務内容
―
余剰汚泥及び残留物質の汲み取りとする。細部は特記事項 仰JttDによる。

1.4 関連文書

本仕様書に講 されていない事項lt次を適用する。また,その時点における最新のものと

する。

D 浄化槽法 (昭和32年法律177号)

D 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律137号)

の 国土交通省大臣官房官庁制定「営繕工事写真鶉洵

め 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 腱聾螺詮業務共通仕様書」
e)その他関係法令,上記のW立諸法令及び地方公共団体等の関係各条例並びに規則類
2 -般共通事項

2■  現場代理人

契約相手方は,着工前に現場イt里人を通知するものとする (部隊定型1議り。夢場イ卸里人は
関係法令に従い,本役務の履行に伴う災害防止及び環境保全に努めるものとする。また,本役
務に携わる現場作業者に対し,本仕様書及睫 官の指示を周知徹底させるものとする。
2.2 工程表

契約相手方は 事前に作業工程及び日時を記載した工程表を作成し,監督官の承認を得るも
のとする。



品名又は件名 浄化槽汚泥等汲み取り

2.3 疑義に対する協義

本仕様書に定められた内容と関連文書等に相違のある場合又は現場の納まり,取り合い等の

関係で本准L膳によることが区漢E又は1不都合な場合は,監督官と協議し、打合せ簿 (部囃
構きυ に詢 るものとする。
2.4 41塁ぶJ見湖易管理

D :役務現場への立入りは,監督官の承認を得ること。また、次に示す事項は,厳に慎むこと。
1)役務現場区域外への立入り

の 指定場所以外での1卿島 火気の使用

3)'役務に関係のない場所の撮影
b)本役務における′醒細嚇罰は, 08時 15分から17時00分を基本とする。

なお,作業期間中の休日 仕燿 日, 日曜日,祝日等)及びその他監督官が指定する日を原

則,作業不能日とする。

の 部隊任務遂行上,作業日時の変更又は中断を指示された場合は 速やかに従わなければな

らない。

の 本役務に関連し,付帯設備を破損した場合は 直ちに監督官へ報告するとともに契約相手
方の負担において速やかに復旧するものとする。

e)本役務の履行に伴う災害及び公害の防止は,関係法令に従い適切に処置するとともに,次
の事項を道守しなければならない。

1)安全は すべて契約相手方の責任とする。
2)第 3者に災害及び公害の影響を及ぼしてはならなし、
3)災害及び公害が発生した場合は 速やか|む直切な処置をとるとともに,その経緯を直ち

に監督官に報告するものとする。

∋ 発約相手方は 本役務において基地の電気及び水道を使用する必要がある場合は,監督官
と協議するものとする。

J作 業終了時は 本役務に離 する部分 (進入口を含む)の清掃及び後片付けを行うものと

する。

2.5役務写真

役務写真の撮影臥 作業前,作業中及び完了後とし,各工程に従い 位置及iび規格が仕様書
と対照して確認できるように説明事項を記載した黒板等を添えて同一箇所を同一方向から撮
影するものとする。カメラは, 200万画素以上のデジタルカメラを使用す

・るものとする。
2.6 完了検査

すべての作業を終了し 全必要書類を提出後,検査官の書類検査をもって役務完了とする。
27 提出書類

提出書類lt以下のとおりとする。
恥 書 類 名 部数 備 考

堺場代理人筆畝 1書
■
■ 部隊定型様式

ｎ
Ｚ 工程表 ”

エ 契約相手方所定 (作業工程, 日時をi簿鋤

打合せ簿 １

エ 部隊定型様式 必要l■きじ
４

一 役務写真 ■
■ 契約相手方所定 (カ ラーFI昴吐アノ″ ムヾ:詢∋

ｒ
Ｏ 搬入調明書

１

■ 契約相手方所定 (汲み取り量:日付を諸詢
´
０ その他監督官の指示する書類

■
■ その都度



別紙

履行内容
品名又は件名 浄化槽汚泥等汲み取り

履行場所 航空自衛隊三十1渉も雲ナ出
1 囀記事項

1.1 履行場所

履行場所lt付図のとおりとする。
■2 役務内容

役務内容は 以下のとおりとする。

め 汚泥貯留槽の余飛幡泥の汲み取り及び,1汚水ポン琳 底部の残留物質の

'及

み取り。
b)汲み取りに必要な資器躊 は すべて契約相手方が用意するものとする。
1.3 履行時期

毎月1回 (基準)と し,実施日については監督官との協議による。
1.4 」

予定楼延塾

年間360ピ
1.5 契約相手方は,汚泥の収集運搬後速やかに搬入証明書を監督官に提出するものとするσ
l.6 契約相手方は 事前に廃棄物の処理及び潮吊に関する法律により定めた一般廃棄物処

理業許可証 (写Dを監督官に提示するものとする。
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入 本L書
貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知のうえ、下記のとおり提出します。

令 和 6年 4月 23日

(住所 )

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明

(会社名 )

殿

(代表者名)

1.不要な字句は適宜抹消して使用すること。

2.品名点数が少ないときは余自の欄に斜線すること。

3.2葉以上使用するときは総額欄は次葉へつづくとし最後の用紙に総額を記載すること。

③

品 名 規 格 単位 予定数量 単 価 金  額

浄化槽汚泥等汲み取り 仕様書のとおり 360ポ

―以下余自―

総 額 ¥単価契約

履行期間

履行場所

(そ の他 )

契約締結日～令和7年3月 31日

航空自衛隊三沢基地

税抜

申 込 者 の 条 件



委 任 状

令和6年4月 23日

契約担当官

航空自衛隊第 3航空団

会計隊長 守本 孝明 殿

私は、 を代理人と定め、下記の事項に関する

一切の権限を委任します。

委任者との関係 :

代理人使用印鑑

委任事項 :下記事項に対する、入札及び見積に関する一切の権限

1.件  名   浄化槽汚泥等汲み取り360ピ

2.履行期間   契約締結日～令和7年3月 31日

3.履行場所   航空自衛隊三沢基地

住  所

委任者  名  称

氏  名


